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ながた荘及びながたの湯の営業について、４月１日より、以下のとおり変更しますの

でお知らせします。 

なお、感染警戒レベルは引き続き高い状況が続いておりますので、宴会の制限等は継

続し、引き続き、新型コロナウイルス感染対策を十分に講じていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 変更内容 

ながた荘） ・日帰り入浴利用時間の短縮を解除 

解除前：20時まで 解除後：21時まで 

・宴会の制限を継続 

 同一グループ・同一テーブル４人まで・２時間まで 

ながたの湯） ・営業時間の短縮を解除 

  解除前：20時まで 解除後：21時まで（受付終了20時） 

・食堂及び休憩所の制限を継続 

同一グループ・同一テーブル４人まで・2時間まで 

対象期間）  上記の対応は、令和 4 年 4 月 1 日から当面の間継続します 
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令和 4年 3月 31日 発信 
箕輪町 


